
横浜市「市民の森」制度について 

 
市民の森は 2025 年現在４７地区５５３ヘクタールが指定されている。横浜市市民の森設

置事業実施要綱（1971 年 8 月）により実施されてきた。民有山林に散策路などを整備して
市民に開放する制度で、1960 年代から 70 年代にかけて、農地法で農地開発は厳しく規制さ
れていたが、規制のない山林が開発されていた。山林を中心に行われていた乱開発を抑制す
る目的もあった。 

2 ヘクタール以上の山林で農地を含むこともできる。土地所有者から「市民の森指定申請
書」の提出を受け、市長との間で 10 年以上の契約を結ぶ。固定資産税と都市計画税が減免
され、緑地育成奨励金が毎年土地所有者に支払われる。また、運営管理のために、周辺住民
と土地所有者が「市民の森愛護会」を結成し活動する。 
この市民の森制度が 50 年以上経過し、土地所有者（農家が多い）が遺産相続等の理由で

離脱することがないのかが疑問であった。それに対応するのが市による買い受け制度であ
る。財源として「横浜みどり税（横浜みどり税条例 2008）」が主に使われる（場所によって
緑地保全の別の財源も）。そして、情報開示により 47 ヶ所の市民の森で、市が買い受けた割
合が公表された。全体 556 ヘクタールで 311 ヘクタール 56％となっている。市民の森で最
大の「新治市民の森（緑区新治町）」70.4 ヘクタール中 49 ヘクタールが市有地となってい
た。 
市民の森で市有地が増えることは土地所有の「安定化」になるといえるが、土地所有者の

中には、将来に亘って民有地のまま貢献する意思をもつ人もいる。そして、元々の市民の森
の主旨が市民と行政の協働であるため、その色彩が薄れる恐れもある。山林の維持は、間伐
や下草狩りなどの管理があって初めて成立する。それゆえ、市民のチカラを今後も必要とす
る。最後に、情報開示制度により当該データを整理していただいた、横浜市みどり環境局公
園緑地事業課緑地保全担当の方々に感謝します。（文責：田口俊夫 2025） 














